
川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、ワンルーム形式集合住宅等の建築及び管理について必要な基準を定める

ことにより、良好な居住環境の確保と管理の明確化を図ることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」

という。）によるほか、次に定めるところによる。 

（１） ワンルーム形式集合住宅等 ワンルーム形式の住戸（住室を含む。以下同じ。）を有

する共同住宅、寮及び寄宿舎をいう。 

（２） ワンルーム形式の住戸 専用面積（ベランダ、バルコニー及びメーターボックスを除

く。以下同じ。）が３０平方メートル未満の住戸又は住室（管理人室を除く。）をいう。

ただし、住室にあっては、台所（湯沸室を含む。）、便所及び浴室（シャワー室を含む。）

を設けたものに限る。 

（３） 建築主等 建築主、所有者及び建築主又は所有者からワンルーム形式集合住宅等の管

理業務の委託を受けたものをいう。 

（適用の範囲） 

第３条 この要綱は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定す

る用途地域の指定されている地域において、ワンルーム形式の住戸の数が、第１種低層住居

専用地域、第２種低層住居専用地域又は田園住居地域（以下「第一種低層住居専用地域等」

という。）内にあっては１０戸以上、その他の地域内にあっては１５戸以上のワンルーム形



式集合住宅等（以下「ワンルーム建築物」という。）に適用する。ただし、高齢者の居住の

安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条第１項に規定するサービス付き高

齢者向け住宅事業に係る登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅、その他これに類する高齢者専

用住宅等（食堂、共同浴室、機能訓練室、相談員室等を有する等、明らかに高齢者専用住宅

等として利用されることが想定されるもの）は要綱の対象としない。 

２ 用途地域が第一種低層住居専用地域等とその他の地域にまたがる場合は、その敷地の過半

の属する地域にあるものとみなす。 

（建築主等の責務） 

第４条 建築主等は、ワンルーム建築物の建築又は管理にあたっては、第１条の目的に従い、

良好な居住環境の確保及び適正な管理に努めるものとする。 

（事前協議） 

第５条 建築主は、第６条に規定する標識を設置する前までに、ワンルーム形式集合住宅等建

築計画書（第１号様式）（以下「建築計画書」という。）を市長に提出し、協議するものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例（平成１５

年条例第２９号。以下「総合調整条例」という。）の対象事業に該当する場合は、総合調整

条例第１２条の事業概要書を提出する前までに、又は川崎市中高層建築物等の建築及び開発

行為に係る紛争の調整等に関する条例（平成７年条例第４８号。以下「紛争調整条例」とい

う。）の中高層建築物に該当する場合は、紛争調整条例第９条第１項の標識を設置する前ま

でに、建築計画書を提出し、協議するものとする。 

３ 前２項の協議事項について変更が生じた場合は、建築主は速やかにその変更についてワン



ルーム形式集合住宅等建築計画書（変更）（第１号様式）を市長に提出するものとする。 

（建築計画の事前公開） 

第６条 建築主は、ワンルーム建築物の建築を行う場合は、建築計画の周知を図るため、当該

建築物の予定地の見やすい場所に、法第６条第 1項若しくは法第６条の２第 1項に規定する

確認の申請又は法第１８条第２項に規定する計画の通知をしようとする日の１４日前まで

に、建築計画の概要を記載した標識（第２号様式）を設置し、速やかに標識設置届（第３号

様式）を市長に提出するものとする。 

２ 総合調整条例第１３条第１項又は紛争調整条例第９条第１項の規定により標識を設置し

た場合においては、前項の規定による標識を設置したものとみなす。 

３ 第１項に規定する標識は、第１０条の届出を提出するまで設置しなければならない。 

４ 建築主は、第１項に規定する標識を設置した場合は、建設予定地の隣接する住民に、ワン

ルーム建築物の建築計画及び管理等について、速やかに説明会その他適切な方法により説明

を行い、その説明の内容について、市長に説明報告書（第４号様式）を提出するものとする。 

（建築に関する基準等） 

第７条 建築主は、ワンルーム建築物を建築しようとする場合は、次の基準に適合するよう計

画するものとする。 

（１） ワンルーム形式の住戸の専用面積は、２５平方メートル以上とすること。ただし、ワ

ンルーム形式の住戸の数が２０戸未満の場合は２０平方メートル以上とすることがで

きる。 

（２） ワンルーム形式の住戸の居室の天井高は、２．３メートル以上とすること。 

（３） ワンルーム形式の住戸の数が３０戸以上の場合は、管理人室を設置すること。 



（４） ワンルーム形式の住戸の数の２分の１以上の台数の自転車置場を設けること。 

（５） ワンルーム形式の住戸の数の１０分の１以上の台数の自動二輪車等（道路交通法（昭

和３５年法律１０５号）第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車及び同法第３

条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。）置場を設けること。 

（６） ごみ置場を確保すること。 

（７） 敷地内の空地は、できる限り植栽をすること。 

（８） 隣接する住民のプライバシーに配慮して、必要に応じて目隠し等を設けること。 

（管理に関する基準） 

第８条 建築主は、ワンルーム建築物を建築しようとする場合は、次の各号に掲げるワンルー

ム形式の戸数に応じ、それぞれ当該各号に掲げる基準に適合する管理人（建築主等からワン

ルーム建築物の管理業務の委託を受け、ごみの搬出及び集積場の管理、緊急時の連絡等の業

務を行う場合は、当該建築主等を管理人とみなす。以下同じ。）を配置するものとする。た

だし、建築主等が、管理人の業務を行う場合は、当該建築主等を管理人とみなす。 

（１） １００戸以上の場合 常時駐在すること。ただし、ごみ収集日を含む週５日以上、か

つ１日当たり８時間以上管理人が駐在する場合であって、管理人が不在の時間帯につい

ても管理人による管理と同等の管理が行えると認められるときはこの限りではない。

（２） ５０戸以上１００戸未満の場合 ごみ収集日を含む週５日以上、かつ１日当たり８時

間以上駐在すること。

（３） ５０戸未満の場合 ごみ収集日を含む週５日以上、かつ１日当たり４時間以上駐在す

ること。ただし、３０戸未満の場合 ごみ収集日その他必要に応じて巡回して管理する

ことができる。

２ 建築主等は、管理人が不在の場合は、入居者及び近隣住民（以下「関係者」という。）か



らの苦情等に緊急に対応できる管理体制を確保するものとし、その連絡先を記載した緊急連

絡先表示板（第５号様式）を、当該ワンルーム建築物の敷地内で関係者が見やすい場所に設

置しなければならない。 

３ 建築主等は、近隣に迷惑を及ぼさないようにするため管理規約等を定め、入居者にこれを

遵守させるものとする。 

４ 建築主等は管理に必要な駐車場を確保すること。ただし、ワンルーム形式の住戸の数が３

０戸未満で、当該敷地から近接した場所に駐車施設を確保できる場合などは、この限りでは

ない。 

（地域コミュニティの形成） 

第９条 建築主等は、地域との良好なコミュニティ形成に取り組むよう努めるとともに、入居

者に対して町内会・自治会への自発的な加入等に資する情報を提供するよう努めなければな

らない。 

（工事完了届） 

第１０条 第５条の規定により協議をした建築主は、当該協議に係るワンルーム建築物の工事

が完了したときは、管理に関する事項を記載した工事完了届（第６号様式）を市長に提出す

るものとする。 

（管理状況の報告） 

第１１条 建築主等は、市長からワンルーム建築物の管理の状況等について、報告を求められ

た場合は、報告を行わなければならない。 

２ 建築主等は、ワンルーム建築物を第三者に転売、譲渡又は転貸する場合は、この要綱の規



定に基づく協議内容等について、当該第三者に承継させなければならない。 

（委任） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則  

（施行期日等） 

１ この要綱は、昭和６２年４月１日から施行し、昭和６２年６月１日以降に法第６条第１項

の規定に基づく確認の申請を行うものから適用する。 

２ この要綱の施行の際、現に中高層建築物の建築指導に関する実施細目第４項に基づき標識

設置報告書を提出しているものについては、この要綱は適用しない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成５年７月１日から施行する 

（経過措置） 

２ この要綱は、平成５年１０月１日以降、ワンルーム形式集合住宅等建築計画書の提出があ

ったものから適用し、同日前に当該計画書及び標識設置報告書の提出があったものについて

は、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条及び第７条第４号の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改



正する法律（平成４年法律第８２号）附則第３条に規定する告示の日までの間は、同号中「第

１種低層住居専用地域，第２種低層住居専用地域」とあるのは「第１種住居専用地域」と、

「第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域」とあるのは「第２種住居専用地

域」と、「第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域」とあるのは「住居地域」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成９年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、平成９年１０月１日以降、ワンルーム形式集合住宅等建築計画書の提出があ

ったものから適用し、同日前に当該計画書及び標識設置報告書の提出があったものについて

は、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、平成１６年４月１日以降適用し、同日前に当該計画書及び標識設置報告書の

提出があったものについては、なお、従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、平成２１年１０月１日以降、法第６条第１項若しくは法第６条の２第 1項に

規定する確認の申請又は法第１８条第２項に規定する計画の通知を行うものから適用する。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、平成２８年１０月１日以降、法第６条第１項若しくは法第６条の２第 1項に

規定する確認の申請又は法第１８条第２項に規定する計画の通知を行うものから適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 


